異物混入防止及び発生時対応マニュアル（ひな型）
制定日：【令和○年○月○日】
施設名：【施設名】

１　目的
　　本マニュアルは、特定給食施設における異物混入の未然防止及び発生時に必要となる対応を予め規定することを目的とする。

２　異物混入防止対策
（１）原料由来
	工程
	区分
	内容

	検品
	いつ
	納品時（受入時）

	
	何を確認するか
	・包装に破損がないこと
・異物が付着していないこと
・期限及びロット

	
	問題があった場合の対応
	・当該ロットを隔離し使用しない
・管理者へ報告し、代替品を確保する
・納入業者に連絡する

	下処理
	いつ
	原材料の洗浄時、包材開封時

	
	何を確認するか
	・包材が規定どおり開封されていること
・虫、石、金属片等が混入していないこと
・変色・異臭がないこと

	
	問題があった場合の対応
	【当該異物を完全に除去することが可能な場合】
・異物を保全（写真撮影）する
・調理作業を中断し、異物を全て除去する。
・管理者に報告し、異物が全て除去されたことを確認した後、調理を再開する
【当該異物を完全に除去することができない場合】
・確保可能な異物を保全（写真撮影）する
・調理作業を中断し、管理者に報告する
・全ての異物が除去されたことが確認されるまで調理を中断する



（２）施設由来
	工程
	区分
	内容

	全ての工程の作業前
	いつ
	作業開始前

	
	何を確認するか
	・調理器具に欠けや破損がないこと
・調理機器にボルト等のゆるみ、部品の脱落及び異音等がないこと

	
	問題があった場合の対応
	・該当箇所の使用を停止する
・欠けや破損があった場合は、破損部分と一致する破片が確認されるまで調理は行わない
・破損部分と一致する破片が確認されない場合は管理者に報告し、調理を開始するかどうかの判断を仰ぐ。

	器具
機材の
洗浄時
	いつ
	器具器材の洗浄時

	
	何を確認するか
	・調理器具又は調理機器に欠けや破損、部品の脱落がないこと

	
	問題があった場合の対応
	・全ての調理を中断し、破損部分と一致する破片を探す。
【破損部分と完全に一致する破片等が特定された場合】
・調理器具又は調理機器を修繕する。
【破損部分と完全に一致する破片等が特定できない場合】
・調理作業を中断し、管理者に報告する。
・破片等の形状及び性状を考慮し、混入の可能性が想定される食品の提供中止を検討する。

	定期
点検
	いつ
	毎月1回

	
	何を確認するか
	・天井、壁の剥離
・照明カバー破損
・換気扇部品の緩み

	
	問題があった場合の対応
	・破損部分を修繕する。
・修繕されるまでの間、破損部分を調理施設関係者間で共有する。



（３）従事者由来
	工程
	区分
	内容

	作業
開始前
	いつ
	作業開始前

	
	何を確認するか
	・装飾品を着用していないこと
・定められた方法で作業衣を着用していること
・作業服に破損がないこと

	
	問題があった場合の対応
	・定められた方法に是正する
・是正できない場合は作業を禁止し、管理者に報告する

	作業中
	いつ
	作業中

	
	何を確認するか
	・ボタン脱落など着衣及び手袋の破損がないこと
・私物持込がないこと

	
	問題があった場合の対応
	・異物混入の可能性が想定される場合は、調理作業を中断し、管理者に報告する。
・破片等の形状及び性状を考慮し、混入の可能性が想定される食品の提供中止を検討する。
・全調理員に情報共有し、再発防止を徹底する。


３　異物混入事例発生時の対応
（１）健康被害の確認と対応
　　ア　確認項目
①　発見日時・場所・メニュー・ロット
②　異物の種類・大きさ・硬さ・鋭利性・数量
→　異物は速やかに確保し、保管してください。
③　喫食の有無（誰が、いつ、どれだけ）
　　　④　健康被害の有無
→　有の場合は、次の症状を詳細に聴取してください。
　　□口腔内の傷、□歯の欠損、□嘔気、□腹痛、
□発疹、□呼吸苦、□咳、□喉の違和感
　　イ　緊急度の考え方
①重篤（出血、鋭利物誤飲、呼吸困難又は激しい痛みがある場合）
速やかに救急要請（119番）を行い、責任者が同行する。
②要受診（口腔損傷、歯の損傷、嘔吐又は強い腹痛がある場合）
提携医療機関（○○病院：024●-●●-●●●●）の受診を手配する。
③経過観察（症状が認められない場合）
喫食者の連絡先を確認し、経過観察を行う。
　　ウ　異物の保全と記録
異物は密閉容器で保全し、可能な範囲で寸法入りの写真を撮影する。
（２）拡散性の判断
　　ア　以下の観点から異物の拡散性（被害拡大性）について評価を行う。
①異物混入が発生したと想定される工程
②発生要因；単発（個別）の混入か、設備に起因した継続的な混入か
③ロット（同一の原料・釜・時間帯等）により異物の混入範囲が限定できるか
④異物の大きさや色などから容易に目視が可能かどうか
　　イ　拡散性評価の例
①拡散性が高いと判断される場合　→　全ての給食の提供停止
（例）設備破損による金属製異物混入や全ロットへの混入の可能性が高い等
②拡散性が中程度と判断される場合　→　対象ロットを限定した提供中止
　　　　（例）原料由来の異物混入疑いなど混入ロットが限定される等
③拡散性が低いと判断される場合　→　目視での選別及び関係者への説明
　　　　（例）異物が混入した範囲が明確に限定される等
（３）対外的な対応
ア　連絡先一覧
①管轄保健所：●●保健所/024●-●●-●●●●
②給食提供先：別紙「提供先一覧」のとおり
③原料仕入先：別紙「提供先一覧」のとおり
④害虫防除・清掃業者：業者名/024●-●●-●●●●
⑤PL保険関係：保険会社名/024●-●●-●●●●/証券番号
⑥報道機関：報道機関名/024●-●●-●●●●
イ　保健所への情報提供内容
①健康被害の有無（有の場合は受診の有無及び具体的な症状）
②異物の性状（硬質か軟質か）及び写真
③混入したメニュー
④異物発見の経緯
⑤混入要因（仮説）及び拡散性の評価結果並びにその根拠
　　　⑥対外的な対応状況
ウ　マスコミ対応
対応窓口を一本化するとともに、喫食者の安全とプライバシーを最優先し、　行政・受託先と整合した情報のみ公表する。
（４）原因究明及び再発防止策
　　　保健所及び関係機関と連携し、速やかな原因究明を図る。また、異物混入の要因を踏まえ、再発防止策を策定する。
（５）情報共有及び内部監査
　　　管理者から全調理員に対し原因及び再発防止策を共有するとともに、定期的な内部監査で再発防止策が適切に機能していることを検証する。
